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○やまと広域環境衛生事務組合個人情報保護条例施行規則 

（平成２３年３月１日規則第７号） 

（趣旨） 

第１条  この規則は、やまと広域環境衛生事務組合個人情報保護条例（平成２３年御

所・田原本環境衛生事務組合条例第９号。以下「条例」という。）の規定に基づき、

個人情報の保護について、必要な事項を定めるものとする。 

（個人情報取扱事務の登録） 

第２条  条例第６条第１項の規定による個人情報取扱事務の登録は、個人情報取扱事務

登録書（別記第１号様式） により行うものとする。 

２ 個人情報取扱事務登録簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

（１）個人情報取扱事務の開始年月日 

（２）個人情報の処理形態 

（３）個人情報の目的外利用及び外部提供の状況 

（４）その他管理者が必要と認める事項 

３ 条例第６条第１項の規定による個人情報取扱事務の登録事項の変更は、個人情報取

扱事務登録事項変更届出書（別記第２号様式）により行うものとする。 

（個人情報開示請求書） 

第３条  条例第１４条の書面は、個人情報開示請求書（別記第３号様式）によるものと

する。 

２ 個人情報開示請求書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

（１）請求年月日 

（２）連絡先 

（３）希望する開示の方法 

（４）法定代理人又は法定代理人以外の代理人が開示請求をする場合は、その旨、代

理人の区分、代理人が開示請求をする理由並びに本人の氏名及び住所 

（５）その他管理者が必要と認める事項 

（本人等であることを示す書類） 

第４条  条例第１４条第２項に規定する実施機関が定める書類は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 

（１）本人が請求をする場合 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証、住民基本

台帳カードその他これらに類するものとして管理者が認める書類 

（２）法定代理人が開示請求をする場合 

ア 当該法定代理人に係る前号に定める書類 

イ 戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として管理

者が認める書類 

（３）法定代理人以外の代理人が開示請求をする場合 
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ア 当該代理人に係る第１号に定める書類 

イ 本人の印鑑登録証明書を添付した委任状その他代理人の資格を証明する書類

として管理者が認める書類 

（郵送による開示請求） 

第５条  条例第１３条第１項の規定により個人情報の開示を請求しようとする者は、病

気又は身体の障害その他やむを得ない事由があると管理者が認めるときは、郵送によ

り個人情報開示請求書を提出することができる。この場合において、前条の規定にか

かわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を併せて提出

しなければならない。 

（１）本人が開示請求をする場合 前条第１号に定める書類のうち、２種類以上の書類

の写し 

（２）法定代理人が開示請求をする場合 前条第２号アに定める書類のうち、２種類以

上の書類の写し及び同号イに定める書類の写し 

（３）法定代理人以外の代理人が開示請求をする場合 前条第３号アに定める書類のう

ち、２種類以上の書類の写し及び同号イに定める書類の写し 

（個人情報開示決定通知書等） 

第６条  条例第１８条第１項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る書面とする。 

（１）個人情報の全部を開示する旨の決定の書面 個人情報開示決定通知書（別記第

４号様式） 

（２）個人情報の一部を開示する旨の決定の書面 個人情報部分開示決定通知書（別

記第５号様式） 

２  条例第１８条第２項による非開示の決定の書面は、個人情報非開示決定通知書（別

記第６号様式）によるものとする。 

（個人情報開示決定期間延長通知書） 

第７条  条例第１９条第２項の書面は、個人情報開示決定期間延長通知書（別記第７号

様式）によるものとする。 

（事案移送通知書） 

第８条  条例第２０条の書面は、個人情報開示請求等事案移送通知書（別記第８号様式）

によるものとする。 

（第三者保護に関する手続） 

第９条  条例第２１条第１項の規定による通知は、個人情報開示請求に関する第三者意

見照会書（別記第９号様式）により行うものとする。 

２  条例第２１条第１項の意見は、個人情報の開示に係る意見書（別記第１０号様式） 

により行うものとする。 

３  条例第２１条第２項（条例第３８条において準用する場合を含む。）の書面は、第

三者個人情報開示決定通知書（別記第１１号様式）によるものとする。 
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（電磁的記録の開示方法） 

第１０条  条例第２２条第１項第２号の実施機関が定める方法は、次に掲げる方法とす

る。 

（１）映像又は音声を記録した電磁的記録の場合は、視聴、聴取又は複写したものの

交付 

（２）前号に掲げる電磁的記録以外のものの場合は、用紙に出力したものの閲覧又は

交付 

２ 前項の規定にかかわらず、同項第２号に掲げる電磁的記録以外のものを専用機器を

用いて視聴させ、又は複写することが容易であるときは、当該電磁的記録以外のもの

の開示の方法は、視聴又は複写したものの交付とすることができる。 

（開示の実施） 

第１１条 個人情報の開示は、管理者が指定する日時及び場所において行う。この場合、

請求者は個人情報開示決定通知書又は個人情報部分開示決定通知書を持参するもの

とする。 

２ 個人情報が記録されている公文書の閲覧をしようとする者は、当該公文書を前項に

規定する場所以外の場所に持ち出してはならない。 

３ 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、個人情報が記録されている公

文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。 

（１）前項の規定に違反した者又は係員の指示に従わない者 

（２）個人情報が記録されている公文書を汚損し、若しくは破損し、又はこれらの行

為をするおそれがあると認められる者 

（３）他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者 

４ 第４条の規定は、開示の実施における本人確認の書類について準用する。 

（情報の閲覧等） 

第１２条  閲覧の方法による情報の開示は、管理者が指定する職員の立会いのもとに行

うものとする。 

２  条例第２２条第２項の正当な理由は、次に掲げるものとする。 

（１）情報の原本を事務事業に使用する必要があり、閲覧に供すると事務事業の遂行

に支障がある場合 

（２）歴史的文化的価値のある公文書で慎重な取扱いを要する場合 

（写しの交付に要する費用の納付等） 

第１３条  条例第２３条の情報の写しの作成の費用として徴収する額は、白黒複写機に

よる写し１枚につき実費相当額の１０円とする。ただし、これにより難い場合は、管

理者が定める額とする。 

２  公文書の写しの交付部数は、請求１件につき１部とする。 

（個人情報訂正請求書） 

第１４条  条例第２５条第１項の書面は、個人情報訂正請求書（別記第１２号様式） に
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よるものとする。 

２  個人情報訂正請求書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

（１）請求年月日 

（２）連絡先 

（３）訂正箇所 

（４）法定代理人又は法定代理人以外の代理人が訂正請求者である場合は、その旨並

びに代理人が訂正請求をする理由並びに本人の氏名及び住所 

（５）その他管理者が必要と認める事項 

３  第４条の規定は、訂正請求に係る本人確認のための書類について準用する。 

４  第５条の規定は、郵送による訂正請求について準用する。 

（個人情報訂正決定通知書等） 

第１５条  条例第２７条第１項の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める書面とする。 

（１）個人情報の全部の訂正をする旨の決定の書面 個人情報訂正決定通知書（別記

第１３号様式） 

（２）個人情報の一部の訂正をする旨の決定の書面 個人情報部分訂正決定通知書（別

記第１４号様式） 

２ 条例第２７条第２項の書面は、個人情報非訂正決定通知書（別記第１５号様式） に

よるものとする。 

（個人情報訂正決定期間延長通知書） 

第１６条  条例第２８条第２項の書面は、個人情報訂正決定期間延長通知書（別記第１

６号様式） によるものとする。 

（個人情報訂正決定期間特例延長通知書） 

第１７条  条例第２９条の書面は、個人情報訂正決定期間特例延長通知書（別記第１７

号様式） によるものとする。 

（個人情報利用停止請求書） 

第１８条  条例第３１条第１項の書面は、個人情報利用停止請求書（別記第１８号様式） 

によるものとする。 

２ 個人情報利用停止請求書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

（１）請求年月日 

（２）連絡先 

（３）法定代理人又は法定代理人以外の代理人が利用停止請求者である場合は、その

旨並びに代理人が利用停止請求をする理由並びに本人の氏名及び住所 

（４）その他管理者が必要と認める事項 

３ 第４条の規定は、利用停止請求に係る本人確認のための書類について準用する。 

４ 第５条の規定は、郵送による利用停止請求について準用する。 

（個人情報利用停止決定通知書等） 
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第１９条  条例第３３条第１項の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各

号に定める書面とする。 

（１）個人情報の全部の利用停止をする旨の決定をした場合の書面 個人情報利用停

止決定通知書（別記第１９号様式） 

（２）個人情報の一部の利用停止をする旨の決定をした場合の書面 個人情報部分利

用停止決定通知書（別記第２０号様式） 

２  条例第３３条第２項の書面は、個人情報非利用停止決定通知書（別記第２１号様式） 

によるものとする。 

（個人情報利用停止決定期間延長通知書） 

第２０条  条例第３４条第２項の書面は、個人情報利用停止決定期間延長通知書（別記

第２２号様式）によるものとする。 

（個人情報利用停止決定期間特例延長通知書） 

第２１条  条例第３５条の書面は、個人情報利用停止決定期間特例延長通知書（別記第

２３号様式）によるものとする。 

（諮問通知書） 

第２２条  条例第３７条の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書（別記第２４

号様式）により行うものとする。 

（その他） 

第２３条  この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に

定める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２４年規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

 

個 人 情 報 取 扱 事 務 登 録 書 

 

年   月   日 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 あて 

 

 

実施機関名 

 

 

個人情報取扱事務を開始しますので、やまと広域環境衛生事務組合個人情報保護条例

第６条第１項の規定により、別紙のとおり登録します。 
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個 人 情 報 取 扱 事 務 登 録 簿 

主    管    課  事務の開始年月日 年   月   日 

個人情報取扱事務の名称  

個人情報取扱事務の目的  

個人情報の対象者の範囲  

基本的事項 社 会 生 活 心身状況 家庭状況等 思想・信条等 

根拠 氏 

名 

 

 

 

 

 

 

住

所 

 

 

 

 

 

性

別 

 

 

 

 

 

 

生

年

月

日 

・

年

齢 

 

本

籍

・

国

籍 

 

 

 

電

話

番

号 

 

 

 

 

識

別

番

号 

 

 

 

 

印

影 

 

 

 

 

 

学

歴

・

学

業 

 

 

 

職

業

・

職 

 

 

 

 

成

績

・

評

価 

 

 

 

賞

罰 

 

 

 

 

 

資

格

・

免

許 

 

 

 

財

産

・

収

入 

 

 

 

課

税

額 

 

 

 

 

 

納

税

状

況 

 

 

 

 

滞

納

状

況 

 

 

 

 

公

的

扶

助 

 

 

 

 

口

座

番

号 

 

 

 

 

健

康

状

態 

 

 

 

 

疾

病

名 

 

 

 

 

 

疾

病

歴 

 

 

 

 

 

障

害 

 

 

 

 

 

身

体

的

特

徴 

 

 

 

家

族

状

況 

 

 

 

 

親

族

関

係 

 

 

 

 

婚

姻 

 

 

 

 

 

相

談

内

容 

 

 

 

 

宗

教 

 

 

 

 

 

支

持

政

党 

 

 

 

 

社
会
的
差
別
の
原
因
と
な
る
諸
事
情 

□
法
令
等
䦼 

 
 

 

第 
 

条
䦽 

□
そ
の
他 

        

                                

 
 

 
 

 

個
人
情
報
の
項
目 

 

k
o
 

     

□その他  

□本人  

その根拠 条例第７条第２項第    号該当 

□実施機関内 □他の実施機関 □他の官公庁 

□私人・団体 □その他 

個人情報の収集先及び収集

方法 

 

 

 

□本人以外 

 

 

収集先 

 

具体的な収集先・収集について法令等に定めのあるものは法令等名 

 

□なし  

その根拠 条例第８条第１項第 号該当 

□実施機関内 □他の実施機関 □他の官公庁 

□私人・団体 □その他 

個人情報の目的外利用及び

外部提供の状況 

 

 

 

 

□あり 

 

 

 

利用・ 

提出先 

 

 

具体的な目的外利用・外部提供先について 

法令等に定めのあるものは法令等名 

 

個人情報の処理形態 □電算     □電算以外 

個人情報の外部提供 

の形態 

□電算等結合        【電子計算機等結合の場合、その根拠】 

□その他           □法令・条例［          第   条］ □その他 

個人情報取扱事務の 

外部委託の有無 

□なし □あり［主な委託業務 ］ 

 

備考  
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第２号様式（第２条関係） 

 

個人情報取扱事務登録事項変更届出書 

 

年   月   日 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 あて 

 

実施機関名 

 

やまと広域環境衛生事務組合個人情報保護条例第６条第１項の規定により、登録事項

の変更について次のとおり届け出ます。 

 

届出の区分 □ 変更      □ 廃止 

個人情報取扱 

事務の名称 

 

 

変更年月日 年   月   日 

変更の理由   

 

変更前 変更後  

 

変更の内容 

 

 

 

 

 

 

備考 
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第３号様式（第３条、第５条関係） 

 

個 人 情 報 開 示 請 求 書 

年  月   日 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 あて 

請求者 住 所 

氏 名 

（電話                   ） 

やまと広域環境衛生事務組合個人情報保護条例第14条の規定により、次のとおり請求し

ます。 

請求する個人 

情報の内容 

（知りたい情報を特定できるよう具体的に記入してくださ 

い。） 

開示の実施方 

法の区分 

□ 閲覧 □ 写しの交付 

□ 閲覧及び写しの交付 

代理人が請求する場合は、次の欄にも記入してください。 

代理の区分 □ 任意代理人 □ 法定代理人（未成年者・成年被後見人） 

本人の氏名  

本人の住所  

本人の連絡先 電 話 

（注） 

１ □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

２ 請求の際は、本人であることを証明する書類（運転免許証、旅券、健康保険証等） 

の提示又は提出が必要です。 

３ 代理人が請求する場合は、（注）２の書類のほか本人との関係を証明するために必 

要な書類（委任状と本人の印鑑証明、戸籍謄本等）の提示又は提出が必要です。 

※下記欄は記入しないでください。 

担当課等名  

事務の名称  

本人確認の方法 

（代理人の本人確認含む。） 

 

□ 運転免許証 □ 旅券 □ 健康保険証 

□ 公的年金手帳・証明書 

□ その他（   ） 

 

代理関係の確認 

 

□ 委任状及び印鑑証明書 □ 戸籍謄本又は抄本 

□ 登録事項証明書 

□ その他（ ） 

備考  
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第４号様式（第６条、第11条関係） 

 

個 人 情 報 開 示 決 定 通 知 書 

 

第     号 

年  月  日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □      印 

 

年   月   日付けで請求のありました個人情報の開示については、やまと広域環

境衛生事務組合個人情報保護条例第18条第１項の規定により、次のとおり開示すること

を決定しましたので通知します。 

 

個人情報の内容  

個人情報の開示 

の実施の方法 

閲覧  ・  写しの交付 

 

個 人 情 報 の 

開示の日時 

年   月   日       時   分 

 

 

 

備考 

 

 

 

（注） 

１ 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ担当者へご連絡ください。 

２ 公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。 
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第５号様式（第６条、第11条関係） 

 

個 人 情 報 部 分 開 示 決 定 通 知 書 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □印 

 

年   月   日付けで請求のありました個人情報の開示については、やまと広域環境衛

生事務組合個人情報保護条例第18条第１項の規定により、次のとおり一部を除いて開示す

ることを決定しましたので通知します。 

個人情報の内容  

個人情報の開示 

の実施の方法 

閲覧  ・  写しの交付 

 

個人情報の開示 

の日時 

年   月   日        時   分 

 

開示することが 

できない部分の 

理由 

やまと広域環境衛生事務組合個人情報保護条例 

第15条第 号に該当（理由） 

 

 

備考 

 

 

（注） 

１ 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ担当者へご連絡ください。 

２ 公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。 

３ この決定に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６

０日以内に、やまと広域環境衛生事務組合管理者に対し行政不服審査法による異議申立て

をすることができます。（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０

日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると異議申立てをするこ

とができなくなります。）。 

また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定があったことを知った日の

翌日から起算して６月以内に、やまと広域環境衛生事務組合を被告として（訴訟において

組合を代表する者は管理者となります。）提起することができます（なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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第６号様式（第６条関係） 

 

個 人 情 報 非 開 示 決 定 通 知 書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □印 

 

年  月  日付けで請求のありました個人情報の開示については、やまと広域環境衛生

事務組合個人情報保護条例第１８条第２項の規定により、次のとおり開示しないことを決

定しましたので通知します。 

 

個人情報の内容  

開示することが 

できない理由 

やまと広域環境衛生事務組合個人情報保護条例第15条第 号に該当

（理由） 

 

 

備考 

 

 

この決定に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０

日以内に、やまと広域環境衛生事務組合管理者に対し行政不服審査法による異議申立てを

することができます。（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日

以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると異議申立てをすること

ができなくなります。）。 

また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定があったことを知った日の

翌日から起算して６月以内に、やまと広域環境衛生事務組合を被告として（訴訟において

組合を代表する者は管理者となります。）提起することができます（なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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第７号様式（第７条関係） 

 

個人情報開示決定期間延長通知書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □印 

 

年   月   日付けで請求のありました個人情報の開示については、やまと広域環境衛

生事務組合個人情報保護条例第１９条第２項の規定により、次のとおり決定する期間を延

長しましたので通知します。 

 

個人情報の内容  

条例第１９条第１項

に規定する決定期間 

年   月   日から 

年   月   日まで 

決定期間の延長期限 年   月   日まで 

延長する理由  

 

備              考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

第８号様式（第８条関係） 

 

個人情報開示請求等事案移送通知書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □印 

 

年   月   日付けで請求のありました個人情報の開示については、やまと広域環境衛

生事務組合個人情報保護条例第20条の規定により事案を移送したので通知します。 

 

請求に係る個人情報 

の内容 

 

 

請求書受付実施機関  

移送先の実施機関  

移送日 年   月   日 

移送した理由  

備考  受付番号  

（注）開示決定等の通知書は、移送先の実施機関から送付します。 
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第９号様式（第９条関係） 

 

個人情報開示請求に関する第三者意見照会書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □印 

 

やまと広域環境衛生事務組合個人情報保護条例第13条の規定に基づき、            

に関する情報が含まれた個人情報について開示請求がありました。 

つきましては、当該個人情報を開示するか否かを決定するに当たり、同条例第21条第１項

の規定により          のご意見をお聴きしたいので、別紙「個人情報の開示に係る意見書」

により      年   月   日までにご回答くださるようお願いいたします。 

なお、先の期日までにご回答がない場合については、当該個人情報を開示されても支障が

ないものとして取り扱いますので、ご了承願います。 

 

開示請求のあった 

年月日 
年   月   日 

開示請求のあった 

個人情報の内容 

 

 

個人情報に記録され 

ている      に関 

する情報の内容 

 

 

 

 

備考 
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第10号様式（第９条関係） 

 

個 人 情 報 の 開 示 に 係 る 意 見 書 

 

年   月   日 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 あて 

 

住 所 

氏 名 

（電話               ） 

 

年    月    日付け 第 号で依頼のあったこのことについて、次のとおり回答しま

す。 

 

 

１ 情報を開示されても支障がない。 

２ 情報を開示されると支障がある。 

（支障がある部分について記入してください。） 

 

 

 

 

（その理由について記入してください。） 

 

 

 

 

（注）該当する番号を○で囲み、必要な事項を記入してください。 
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第11号様式（第９条関係） 

 

第 三 者 個 人 情 報 開 示 決 定 通 知 書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □印 

 

先に照会しました○○○に関する情報が含まれた個人情報について、次のとおり開示する

ことと決定しましたので、やまと広域環境衛生事務組合管理者個人情報保護条例第21条第

２項の規定により通知します。 

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０

日以内に、やまと広域環境衛生事務組合管理者に対して行政不服審査法による異議申立て

をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日

以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると異議申立てをすること

ができなくなります。）。なお、当該申立てとは別にやまと広域環境衛生事務組合管理者

に対して同法の規定による執行停止の申立てをされたときは、当該公文書の開示を停止する

ことがあります。 

また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定があったことを知った日の

翌日から起算して６月以内に、やまと広域環境衛生事務組合を被告として（訴訟において

組合を代表する者は管理者となります。）提起することができます（なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 

公文書の名称及び内容  

開示決定により開示さ 

れる個人情報に含まれ 

る    に関する情報 

 

 

 

開示決定をした理由  

開示請求に対する決定 

の表示 

年   月   日付け第       号による個人情報 

（部分）開示決 

定開示を実施する日 年   月   日 

備考  
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第12号様式（第15条関係） 

個 人 情 報 訂 正 請 求 書 

年   月   日 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 あて 

請求者 住 所 

氏 名 

（電話                 ） 

年   月   日付けで開示を受けた個人情報について、やまと広域環境衛生事務組合個

人情報保護条例第２５条の規定により、次のとおり訂正を請求します。 

訂正請求に係る 

個人情報の内容 

 

 

当該個人情報の中で 

訂正を求める箇所 

 

 

訂正を求める内容 

※ 訂正後の内容を 

記入してください。 

 

 

 

代理人が請求する場合は、次の欄にも記入してください。 

代理の区分 □任意代理人 □ 法定代理人(未成年者・成年被後見人) 

代理請求の理由  

本人の氏名  

本人の住所  

本人の連絡先 電話 

（注）１ □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

２ 請求の際は、本人であることを証明する書類（運転免許証、旅券、健康保険証等）

の提示又は提出が必要です。 

３ 代理人が請求する場合は、（注）２の書類のほか本人との関係を証明するために

必要な書類（委任状と本人の印鑑証明、戸籍謄本等）の提示又は提出が必要です。 

※下記欄は記入しないでください。 

担当課等名  

本人確認の方法 

(代理人の本人確認含む。) 

 

□ 運転免許証 □ 旅券 □ 健康保険証 

□ 公的年金手帳・証明書 

□ その他（             ） 

代理関係の確認 

 

 

□ 委任状及び印鑑証明書 □ 戸籍謄本又は抄本 

□ 登録事項証明書 

□ その他（             ） 

備考  
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第13号様式（第16条関係） 

 

個 人 情 報 訂 正 決 定 通 知 書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □印 

 

年   月   日付けで請求のありました個人情報の訂正については、やまと広域環境衛

生事務組合個人情報保護条例第27条第１項の規定により、次のとおり訂正することを決定

しましたので通知します。 

 

訂正請求に係る個人 

情報の内容 

 

 

 

訂正の内容 

 

 

訂正年月日 年   月   日 

 

備考  
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第14号様式（第16条関係） 

 

個 人 情 報 部 分 訂 正 決 定 通 知 書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者   □印 

 

年   月   日付けで請求のありました個人情報の訂正については、やまと広域環境

衛生事務組合個人情報保護条例第27条第１項の規定により、次のとおり個人情報の一部を

除いて訂正することを決定しましたので通知します。 

 

訂正請求に係る個人 

情報の内容 

 

 

訂正の内容  

一部訂正しない理由  

訂正年月日 年    月    日 

備考  

この決定に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０

日以内に、やまと広域環境衛生事務組合管理者に対し行政不服審査法による異議申立てを

することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内で

あっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過すると異議申立てができなくなります。）。 

また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定があったことを知った日の

翌日から起算して６月以内に、やまと広域環境衛生事務組合を被告として（訴訟において

組合を代表する者は管理者となります。）提起することができます（なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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第15号様式（第16条関係） 

 

個 人 情 報 非 訂 正 決 定 通 知 書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □  印 

 

年   月   日付けで請求のありました個人情報の訂正については、やまと広域環境

衛生事務組合個人情報保護条例第27条第２項の規定により、次のとおり訂正しないことを

決定しましたので通知します。 

 

訂正請求に係る 

個人情報の内容 

 

 

個人情報を訂正 

しない理由 

 

 

備考  

この決定に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０

日以内に、やまと広域環境衛生事務組合管理者に対し行政不服審査法による異議申立てを

することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内で

あっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過すると異議申立てができなくなります。）。 

また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定があったことを知った日の

翌日から起算して６月以内に、やまと広域環境衛生事務組合を被告として（訴訟において

組合を代表する者は管理者となります。）提起することができます（なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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第16号様式（第17条関係） 

 

個人情報訂正決定期間延長通知書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □   印 

 

 

年   月   日付けで請求のありました個人情報の訂正については、やまと広域環境

衛生事務組合個人情報保護条例第２８条第２項の規定により、次のとおり決定する期間を

延長しましたので通知します。 

 

個人情報の内容  

条例第28条第１項に 

規定する決定期間 

年   月   日から 

年   月   日まで 

決定期間の延長期限 年   月   日まで 

延長する理由  

備考  
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第17号様式（第18条関係） 

 

個人情報訂正決定期間特例延長通知書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □   印 

 

年   月   日付けで請求のありました個人情報の訂正については、やまと広域環境

衛生事務組合個人情報保護条例第２９条の規定により、決定する期間を延長しましたので

通知します。 

 

訂正請求に係る個 

人情報の内容 

 

 

延長前の期間 

 

年   月   日まで 

年   月   日から 

訂正決定等をする 

期限 

年   月   日 

 

やまと広域環境 

衛生事務組合個人情 

報保護条例第29条の 

規定を適用する理由 

 

 

 

 

 

備考 
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第18号様式（第19条関係） 

個 人 情 報 利 用 停 止 請 求 書 

年   月   日 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 あて 

請求者 住 所 

氏 名 

（電話               ） 

年   月   日付けで開示を受けた個人情報について、やまと広域環境衛生事務組合

個人情報保護条例第３１条の規定により、次のとおり利用の停止を請求します。 

利用停止請求に係る 

個人情報の内容 

 

 

利用停止を求める内容  

利用停止を求める理由  

代理人が請求される場合は、次の欄も記入してください。 

代理の区分 □ 任意代理人 □ 法定代理人(未成年者・成年被後見人) 

代理請求の理由  

本人の氏名  

本人の住所  

本人の連絡先 電話 

（注） 

１ □のある欄には、該当する□内にレ印を記入してください。 

２ 請求の際は、本人であることを証明する書類（運転免許証、旅券、健康保険証等）の提

示又は提出が必要です。 

３ 代理人が請求する場合は、（注）２の書類のほか本人との関係を証明するために必要な

書類（委任状と本人の印鑑証明、戸籍謄本等）の提示又は提出が必要です。 

※下記欄は記入しないでください。 

担当課等名  

本人確認の方法 

(代理人の本人確認含む。) 

 

□ 運転免許証 □ 旅券 □ 健康保険証 

□ 公的年金手帳・証明書 

□ その他（                 ） 

 

代理関係の確認 

 

□ 委任状及び印鑑証明書 □ 戸籍謄本又は抄本 

□ 登録事項証明書 

□ その他（                 ） 

備考  
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第19号様式（第20条関係） 

 

個 人 情 報 利 用 停 止 決 定 通 知 書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □  

印 

年   月   日付けで請求のあった個人情報の利用の停止については、やまと広域環

境衛生事務組合個人情報保護条例第３３条第１項の規定により、次のとおり停止すること

を決定しましたので通知します。 

 

利用停止請求に係る 

個人情報の内容 

 

 

 

利用停止をする内容 

 

 

利用停止年月日 年   月   日 

 

備考 
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第20号様式（第20条関係） 

 

個人情報部分利用停止決定通知書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □   印 

 

年   月   日付けで請求のあった個人情報の利用の停止については、やまと広域環

境衛生事務組合個人情報保護条例第３３条第１項の規定により、次のとおり一部を中止す

ることを決定したので通知します。 

 

利用停止請求に係る 

個人情報の内容 

 

 

利用停止をする内容  

 

利用停止年月日 年 月 日 

利用停止をしない部 

分及びその理由 

 

 

 

この決定に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０

日以内に、やまと広域環境衛生事務組合管理者に対し行政不服審査法による異議申立てを

することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内で

あっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過すると異議申立てができなくなります。）。 

また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定があったことを知った日の

翌日から起算して６月以内に、やまと広域環境衛生事務組合を被告として（訴訟において

組合を代表する者は管理者となります。）提起することができます（なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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第21号様式（第20条関係） 

 

個 人 情 報 非 利 用 停 止 決 定 通 知 書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □  印 

 

年   月   日付けで請求のあった個人情報の利用の停止については、やまと広域環

境衛生事務組合個人情報保護条例第３３条第２項の規定により、次のとおり停止しないこ

とを決定しましたので通知します。 

 

利用停止請求に係る個 

人情報の内容 

 

 

利用停止をしない理由 

 

 

 

この決定に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０

日以内に、やまと広域環境衛生事務組合管理者に対し行政不服審査法による異議申立てを

することができます（なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内で

あっても、決定の日の翌日から起算して１年を経過すると異議申立てができなくなります。）。 

また、この決定の取消しを求める訴えをする場合は、この決定があったことを知った日の

翌日から起算して６月以内に、やまと広域環境衛生事務組合を被告として（訴訟において

組合を代表する者は管理者となります。）提起することができます（なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この決定の日の翌日から起算し

て１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 
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第22号様式（第21条関係） 

 

個人情報利用停止決定期間延長通知書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □  印 

 

年   月   日付けで請求のありました個人情報の利用の停止については、やまと広

域環境衛生事務組合個人情報保護条例第３４条第２項の規定により、次のとおり利用停止

決定等の期間を延長しましたので通知します。 

 

利用停止請求に係る 

個人情報の内容 

 

 

条例第34条第１項に 

規定する決定期間 

年 月 日 まで 

年 月 日 から 

決定期間の延長期限 年 月 日 まで 

 

延長する理由 

 

 

 

備考 
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第23号様式（第22条関係） 

 

個人情報利用停止決定期間特例延長通知書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者 □  印 

 

年   月   日付けで請求のありました個人情報の利用の停止については、やまと広

域環境衛生事務組合個人情報保護条例第３５条の規定により、次のとおり決定する期間を

延長しましたので通知します。 

 

利用停止請求に係る 

個人情報の内容 

 

 

延長前の決定期間 

 

年   月   日から 

年   月   日まで 

利用停止決定等をす 

る期限 

年   月   日 

 

やまと広域環境衛 

生事務組合個人情報保 

護条例第35条の規定を 

適用する理由 

 

 

 

 

 

備考 
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第24号様式（第23条関係） 

 

情 報 公 開 審 査 会 諮 問 通 知 書 

 

第        号 

年   月   日 

 

様 

 

やまと広域環境衛生事務組合管理者   □印 

 

年   月   日付けの開示決定等に対する異議申立てについて、やまと広域環境衛生

事務組合個人情報保護条例第３７条の規定により、次のとおりやまと広域環境衛生事務組

合情報公開審査会に諮問しましたので、通知します。 

 

異議申立てに係る 

個人情報の内容 

 

 

 

異議申立ての内容 

 

 

諮問をした月日 年 月 日 

 

備考__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


